
 

 

 

 

 

 

 

 

 

人事委員会は13日、単身赴任手当に関する規則改正を行い、これまで、職員の住居と配偶者の

住居との間の交通距離が100㎞以上の職員にのみ支給されていた「加算額」について、新たに「80

㎞以上100㎞未満」の距離区分を設け、当該区分の該当者に4,000円を支給することとした。 

単身赴任手当の改善にあたっては、この間、組合員から寄せられていた自己負担

の解消に向けた要求の一環として、今年度の給与削減阻止の交渉でも「職員の負担

軽減の観点から人事委員会にも働きかけていきたい」との総務部長回答を引き出し、

交渉終結後も県職労がその具体化に向けて働きかけていたものだ。 

今回の改善により、これまで加算額の対象外だった盛岡－宮古間(93.7㎞)、花巻－釜石間(86.7

㎞)等が新たに加算額対象となり、内陸に居住する沿岸地区への単身赴任者を中心に、自己負担

の軽減につながる。 

また、この加算額は、４月に遡及して適用することとなり、単身赴任者の２割にあたる300人

弱（全任命権者計）が新たに加算額の対象として支給改善される。 

労働条件にかかる自己負担はまだまだ存在しており、県職労は、今回の改善にとどまらず、更

なる労働条件の向上に取り組んでいく。 

 

 

 

 

 

号外 

昭和34年4月1日 

第3種郵便物認可 

定価 1 部 2 円 

発 行 所 

盛岡市内丸10番1号 

岩手県庁内 

岩手県職員労働組合 

 

№２２４４ 

２０１３年 

８月１９日 

 

 

県職労ＨＰリニ
ューアル 組合
員限定のページ
も設けました 
 
http//:iwateken 

syoku.or.jp 

◆ 加算額新区分の例 

   例：盛岡駅前のマンションから、宮古へ単身赴任で五月公舎へ入居 

 基礎額 加算額 支給額計 

昨年度まで ２３，０００円 － ２３，０００円 

今年度４月から ２３，０００円 ４，０００円 ２７，０００円 

 



 

 

 

 

 

 

今年度第１回職員安全衛生管理委員会が８月８日開催され、県職労から６人の委員が出席した。

委員会では、昨年度の健康管理の状況について、事後措置が必要な者の割合が前年度に比べ0.6％

増加していること等が報告されたほか、今年度のメンタルヘルス対策について協議が行われた。 

県職労選出の委員から、「時間外勤務や出張が制限されるＣ１が毎年増加しており、このペー

スで増えると５年後には職員全体の４割に達し、職場が正常にパフォーマンスを発揮できない恐

れがある。所属長による適切な勤務制限により、職員が心身のケアに割ける時間を生み出すよう

促すべき」と意見を述べた。 

また、メンタルヘルス対策について、「長時間労働を避けるための人員配置の適正化や心身を

休めるための公舎等住環境の整備など、広範な分野、かつ全庁的な取り組みが必要だ」とし、早

急な対応を求めた。 

事務局である総務事務センターは、「できる部分については対応したい。他所管部分について

は、検討願いたいと伝える」と延べ、全体的な課題は今後委員会の中で確認することとした。 

この他、蜂刺されの被害に遭う前の抗体検査の予算化、熱中症対策、非常時に備えた食糧・水

の備蓄についても発言し、早急な対応を要望した。 

 

【2012年度健康管理の状況】 

１ 定期健康診断実施結果（2012年度対象者数：4,036人 受信者数3,996人 受診率99.0％） 

年度 

事後措置者 健 康 

事後措置

不 要 

（Ｄ３） 

その他 

未判定及

び判定 

不 能 

要軽業及

び要治療 

（Ｂ１） 

要軽業及

び要観察 

（Ｂ２） 

要注意及

び要治療 

（Ｃ１） 

要注意及

び要観察 

（Ｃ２） 

健康及び

要観察 

（Ｄ２） 

事後措置

者 計 

2012 
2 

(0.05%) 
 

1,160 

(29.0%) 

602 

(15.1%) 

1,501 

(37.6%) 

3,265 

(81.7%) 

727 

(18.2%) 

4 

(0.1%) 

2011   
1,091 

(27.6%) 

552 

(13.9%) 

1,566 

(39.6%) 

3,209 

(81.1%) 

748 

(18.9%) 
 

2010 
3 

(0.07%) 
 

1,029 

(25.7%) 

754 

(18.8%) 

1,364 

(34.1%) 

3,150 

(78.7%) 

833 

(20.8%) 

20 

(0.5%) 

２ 14日以上継続療養者の状況 

① 総人数 93人（前年度比 △15人） ② 総日数 8,217日（前年度比 △12日） 

③ 平均療養日数 88.4日（前年度比 ＋12.2日） 

④ 病類別の療養人数（多い順）        ⑤ 病類別の平均療養日数（長い順） 

 ・精神及び行動の障害 47人（構成比 50.5%） ・精神及び行動の障害 115.0日（構成比 65.8%） 

 ・新 生 物       13人（構成比 14.0%）  ・新 生 物        104.8日（構成比 16.6%） 

 ・損傷、その他の外因 12人（構成比 12.9%）  ・循環器系の疾患      65.0日（構成比  2.4%） 

 


